
 

 

 

ストップコロナ！対策認定制度  

募集要項 

 

 

この度、群馬県は、県内商工会議所及び商工会連合会と連携し、「ストップコロ

ナ！対策認定制度」を開始します。当制度は、各業界団体が作成した感染症対策ガ

イドラインに基づいた感染症対策を実施する店舗を「ストップコロナ！対策認定店」

として認定する制度です。 

 

認定店舗は、県の定める認定ステッカー及び認定ポスターを掲示し、店舗側の感

染症対策の取り組みを『見える化』することで、消費者が安心して店舗を利用でき

るようになります。当制度の活用により、消費者の信頼性の確保、事業者の感染症

対策の促進、消費喚起による地域経済の活性化を図ることを目的としています。 

 

当制度の概要、申請方法その他留意していただきたい点は、この公募要領に記載

するとおりですので、申請される方は、熟読いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

令和２年７月１７日 

群馬県産業経済部経営支援課  

 

 



１．認定対象店舗 

 対象となる店舗は、次のすべての要件を満たす店舗です。 

（１）群馬県内に所在する店舗 

 （２）中小・小規模事業者が事業を営む店舗 

  （３）日本標準産業分類の大分類のうち、以下のア～エのいずれかの事業を営む店舗 

    ア 卸売業、小売業   ※卸売業を除く 

    イ 宿泊業、飲食サービス業 

    ウ 生活関連サービス業、娯楽業 

    エ 教育、学習支援業  ※学校教育を除く 

  （４）過去３年間において労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に重大悪質

な違反をしていない店舗 

  （５）店舗代表者及び従業員が暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有

していない店舗 

  （６）風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗   

（７）商工会議所または商工会の職員による店舗への現地調査に協力する意思があり、平日９

時～１６時までの時間帯に調査員の訪問に対応できる店舗 

 

※（３）ア～エ以外の事業を営んでいる店舗で消費者向けの販売・サービスの提供を行っている

店舗については、新型コロナウイルス対策を行うことで、消費者の安心な入店及び事業者の

業績改善に繋がるものかどうか個別に判断し、本制度による支援が必要だと特に認められた

場合は対象となります。 

 

 

 

 

 

［参考：本事業の対象となる中小・小規模事業者の範囲］ 

業種 資本金の額、従業員数等 

小売業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人 

宿泊業 

飲食サービス業 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

生活関連サービス業 

娯楽業 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

教育、学習支援業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

 

 

 



２．認定の基準 

店舗の業種に対応した「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」のすべての項目を満た 

している店舗を認定します。 

 

 ※店舗の業種に対応したガイドラインは、県ホームページに掲載している「ガイドライン業種

区分表」からご覧ください。 

（例：そば・うどん店に該当する店舗を申請する場合→群馬県飲食業生活衛生同業組合の作成 

したガイドラインのすべての項目を満たす必要があります。） 

 ※主なガイドラインは群馬県ホームページから参照できます。 

 ※該当ガイドラインが不明な場合は、県までお問い合わせください。 

 

 

３．申請受付期間 

第１次受付：令和２年７月１７日（金）～７月２７日（月） 

第２次受付：令和２年８月１７日（月）～８月３１日（月） 

第３次受付：令和２年９月中旬～ 

 

※現時点の予定です。 

※第１次受付については、準備の整った商工団体（申請先）から順次開始します。 

※申請期間は、令和３年２月までに原則として月１回程度設ける予定です。第３次以降の申請 

期間については、決まりしだい県ホームページでお知らせします。  

 

 

４．申請方法 

申請書類を店舗の所在する地域を管轄する商工会議所または群馬県商工会連合会に提出してく

ださい。（提出先は群馬県ホームページにてご確認ください。） 

なお、申請者は、店舗を運営する法人の代表者又は店舗の代表者です。 

 

※メール、郵送、または持参により提出してください。 

※申請書類を持参する場合は、平日９時～１６時の間（１２～１３時を除く）に提出してく

ださい。 

 

 

５．申請書類 

（１）ストップコロナ！対策認定申請書 

（２）店舗の業種に対応した感染症対策ガイドライン 

（３）店舗内の感染症対策実施状況を示した写真 

      ※ガイドラインの項目ごとに写真を添付してください。 

（４）そのほか、店舗で実施している感染症対策がわかる資料（任意） 

  

※申請書は、 群馬県ホームページからダウンロードすることが可能です。 



６．事前審査 

申請のあった店舗について月一回程度で事前審査会を実施し、認定の可否を決定します。また、

事前審査会の前に商工会議所または商工会の職員が店舗の現地調査を実施しますので、対応等ご

協力をお願いいたします。（現地調査は平日９時～１６時の間に実施します。） 

 

 

７．認定 

事前審査結果を基に県が認定店舗を決定し、認定店舗の申請者に対して認定証を交付します。

（認定となる場合は、申請受付期間の最終日から概ね２週間程度で交付となります。） 

認定された方には、認定番号を付した認定ステッカー・認定ポスターを提供しますので、認定

証を持参のうえ、店舗の所在する地域を管轄する商工会議所または商工会連合会までお越しくだ

さい。 

また、認定の有効期間は、認定の日の翌日から令和３年１２月３１日までです。 

 

◆不認定となった場合 

 不認定となった場合も、県からその旨を記載した通知を送付します。なお、不認定となった場

合も再申請は可能です。 

 

 

８．認定証の掲示 

認定ステッカー・認定ポスター受領後は、認定店舗に認定ステッカー・認定ポスターを掲示す

ることができます。認定ステッカー・認定ポスターを紛失した場合、再発行は１回のみになりま

すので、ご了承ください。 

また、認定ステッカー・認定ポスターを他者に譲与・貸与することは禁止します。 

 

 

９．認定の取り消し 

認定店舗が次のいずれかに該当する場合は、認定が取り消されることがあります。 

（１）認定店舗の対象要件を満たさなくなった場合や、制度の信用を失墜する行為を行うなど

認定店舗として適当でなくなった場合 

 （２）悪質な事案で法令等に違反し、処分等を受けた場合 

 

認定の取り消しがあった場合、店舗の代表者は、認定証、認定ステッカー、認定ポスターを返

還する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 



１０．認定の一時停止 

認定店舗の利用客または従業員に新型コロナウイルス感染症に罹患した者が発生した場合、認

定が一時停止されることがあります。 

認定の一時停止があった場合、店舗の代表者は、認定証、認定ステッカー、認定ポスターの掲

示を一時的に取り止める必要があります。 

 

◆認定の再開 

認定店舗が次のすべての要件を満たしたときは、認定を再開できます。 

 

 （１）店舗が保健所の指導に準じて店舗内の消毒等を実施していること 

 （２）県が店舗の状況調査を実施し、店舗が十分な感染防止策等の実施を行っていると判断で 

きること 

 

 

１１．認定店舗の掲載 

認定店舗は、店舗の名称・所在地等の情報を群馬県ホームページに掲載します。ただし、申請

時に掲載を希望しなかった店舗の情報は掲載しません。 

 

 

１２．よくある質問  

別途掲載している「Ｑ＆Ａ」によくある質問をまとめてあります。群馬県庁のホームページか

らご覧ください。 

 

 

１３．注意事項 

本認定制度は、業界団体等が作成した感染症対策ガイドラインに基づき、感染症対策を実施し

ていることを認定するものであり、認定店舗での新型コロナウイルス感染者が発生しないことを

保証するものではありません。 

 

 

１４．制度に関するお問い合わせ先 

群馬県 産業経済部 経営支援課 流通・サービス業係 

電 話 ：027－226－3342 又は 3344 

メール：keieika@pref.gunma.lg.jp 

県ホームページ：http://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00363.html 

 

※電話での受付は平日 8 時 30分から 17 時 15分までです。 

※問い合わせが混み合う場合もありますので、その場合はお手数ですが、メールでお問い合わ

せいただきますようお願いします。 

 

 



１５．申請・現地調査等に関するお問い合わせ先 

・前橋商工会議所  ：027-234-5111 

・高崎商工会議所  ：027-361-5171 

・桐生商工会議所  ：0277-45-1201 

・伊勢崎商工会議所 ：0270-24-2211 

・太田商工会議所  ：0276-45-2121 

・館林商工会議所  ：0276-74-5121 

・渋川商工会議所  ：0279-25-1311 

・沼田商工会議所  ：0278-23-1137 

・富岡商工会議所  ：0274-62-4151 

・藤岡商工会議所  ：0274-22-1230 

・群馬県商工会連合会：027-231-9779 

 


